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野田市開発事業等に係るまちづくり条例（案）の概要

１ 条例の主旨

開発行為や建築行為は、近隣住民の同意を義務付けた規定がないことから、法律の

範囲内で有効的に土地利用したいとする事業者と、快適な生活環境を守りたいとする

近隣住民との間で、日照・通風の阻害、プライバシーの侵害、工事中の騒音・振動、

受信障害等に関する民事上の紛争に発展することがあります。

本市では、安心して住み続けられるまちづくりを進めるため、住宅地に近接して物

流施設などの大規模建築物が建設されることは、好ましいことではないことから、市

民と事業者が相互理解の精神による建設的な話合いに努め、良好な生活環境の維持並

びに豊かな自然環境及び景観の保全に影響を及ぼすような建設を抑制するため、条例

を制定することとしました。

２ 主な内容

前文

本市は、水とみどり豊かな自然環境の中で、江戸時代から醤油醸造の地として発展

し、産業・文化の面においても周辺地域の中心地として繁栄してきた。しかし、近代

以降は、鉄道・自動車の発達とともに交通体系は大きく変貌し、東京に比較的近距離

に位置しながら、周囲を河川に囲まれた地理的条件に阻まれ、都心部に直結した鉄道

や道路がないことから、首都近郊都市でありながら都市化の進展が緩やかで、落ち着

いた街並みを形成してきた。

近年は、大規模な宅地開発や土地区画整理事業が各地で進められ、道路、公園など

の都市基盤が整備され、質の高い住宅地が形成された一方、開発事業者と地域住民等

との間で、工事中の騒音・振動や中高層建築物の建築に伴う日照の阻害等に関する紛

争が生じ得ることとなった。

このため、開発事業等を行う際には、機能性や利便性のほかに、地域住民等の良好

な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全を考慮することが求められ

ている。

また、本市の継続的な発展・成長は、行政のみの力で成し遂げられるものではなく、

地域住民等と開発事業者と行政が相互に協力することで初めて可能となるものであ
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前文に、本市においては、住宅地に近接して物流施設を建設することは好ましくな

く、建設を抑制していくという意思を示すとともに、地域住民と開発事業者が相互理

解の精神による建設的な話し合いに努め、良好な生活環境の維持・向上を図っていく

姿勢を示します。

本条例は、一定規模以上の大規模な開発行為等を行う場合に、その理念を定め、市、

地域住民及び事業者の責務を明らかにし、事業者が開発事業等の計画を構想段階で公

開することで、地域住民に広くお知らせし、意見や要望等を申出する機会を設け、紛

争に発展してしまった場合に市によるあっせん、法律的な観点から調停を行うことで、

良好な近隣関係の保持を図り、周辺の生活環境や自然環境に影響を及ぼすような開発

事業等を抑制することを目的としていることを規定します。

定義規定として、条例中で使用する用語が都市計画法、建築基準法及び建築基準法

り、このことを深く認識し、お互いの共通認識を図り、適切に役割分担しながら、協

力関係によるまちづくりを推進する必要がある。

そして、住宅地に近接して物流施設などの大規模建築物が建設されると、日影など

により周辺の良好な生活環境に影響を及ぼすおそれがあることから、このような建

設を抑制するなど、地域住民等と開発事業者が相互理解の精神による建設的な話合

いに努めることにより、安心して笑顔で暮らせる自然豊かなまち・「～人のつながり

がまちを変える～みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち」

の実現に資するため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、本市における開発事業等に係るまちづくりに関する基本理念

を定め、市、地域住民等及び開発事業者の責務を明らかにするとともに、開発事

業等に係る計画等の公開並びに開発事業等に係る紛争の解決のあっせん及び調停

その他必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の保持を図るとともに、

良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全に影響を及ぼすよう

な開発事業等を抑制することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号）において使用する用語の例による。
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施行令において使用する用語の例によることを明記するものです。

本条例において使用する用語について定義するものです。

野田市宅地開発指導要綱において、説明会の開催を義務づけている規模である

５，０００平方メートル以上の開発行為を対象とすることを規定します。

周辺の生活環境や自然環境に影響を及ぼすような開発事業等を対象とすることを

規定します。

過去に、事業者と地域住民との間で騒音、振動や日影によりトラブルに発展した規

模として、延べ面積が１０，０００平方メートル以上や共同住宅の計画戸数１００戸

以上、高さ２０メートル以上の建築物を対象とすることを規定します。

特に、日影の影響により紛争が生じている高さについては、建築基準法第５６条第

１項第２号に規定する中高層及び市街化調整区域内における建築物の隣地高さの制

限である２０メートルを規定します。

特定用途建築物とは、ボーリング場、ぱちんこ屋、ゲームセンター、公衆浴場、葬

祭場など、騒音などにより周辺の居住環境に影響を及ぼすような施設を対象とし、床

面積が１，０００平方メートル以上の建築物を対象とすることを規定します。

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 開発区域の面積が５，０００平方メートル以上の開発行為をい

う。

(2) 大規模建築物 次のいずれかに該当する建築物をいう。

ア 延べ面積が１０，０００平方メートル以上のもの

イ 共同住宅であって、計画戸数が１００戸以上のもの

ウ 建築物の高さが２０メートル以上のもの

(3) 特定用途建築物 次のいずれかの用途に供する建築物であって、当該用途に供

する部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上のものをいう。

ア ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

イ ぱちんこ屋、カラオケボックス又はゲームセンター

ウ 公衆浴場

エ 葬祭場
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本条例における住居地域の定義として、都市計画法に規定する第一種及び第二種低

層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域

と規定します。

本条例における事業者の定義は、開発事業又は大規模建築物若しくは特定用途建築

物の建築を行う者と規定しています。

本条例における地域住民等の定義として、開発区域の敷地境界線から水平距離が当

該開発事業等において建築する建築物の高さの２倍の範囲内にある土地及び建築物

の所有者又は占用者に限らず、近年、自治会（一定の区域に住所を有する者の地縁に

基づいて形成される団体をいう。）への加入世帯が減少傾向にあることを踏まえ、そ

の区域が含まれる自治会の区域内の土地及び建築物の所有者又は居住者と定義して

(4) 住居地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層

住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域

をいう。

(5) 事業者 開発事業を行うことを予定する者又は大規模建築物若しくは特定用

途建築物を建築することを予定する建築主をいう。

(6) 近隣区域 開発事業に係る開発区域の区域境界線又は大規模建築物若しくは

特定用途建築物の敷地境界線からの水平距離が当該開発事業において建築する

建築物又は当該大規模建築物若しくは当該特定用途建築物の高さの２倍の範囲

内にある土地の区域をいう。

(7) 地域住民 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 近隣区域を含む自治会（一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形

成される団体をいう。以下同じ。）の区域内に居住する者

イ 近隣区域内の全部又は一部に自治会の区域が存在しない場合にあっては、

開発事業に係る開発区域の区域境界線又は大規模建築物若しくは特定用途建

築物の敷地境界線から３００メートル以内の区域内に土地又は建築物を所有

する者及び当該建築物に居住する者をいう。

(8) 近隣関係者 近隣区域内の土地又は建築物を所有する者及び当該土地又は当

該建築物を占用する者をいう。

(9) 地域住民等 地域住民及び近隣関係者をいう。

(10) 開発事業者 事業者及び工事施行者をいう。
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います。また、自治会が存在しない場合は、地区計画の提案制度における周辺説明の

範囲である敷地境界線から３００メートルを定義しています。

国が行おうとする開発行為や災害時の応急仮設建築物等の建築などは、この条例の

対象とならない行為と規定しています。

開発事業等の基本的理念は、この条例全体に係る共通した基本的理念を規定して

います。第１項は、地域住民、事業者、市は相互の信頼、理解、協力により実現す

るものであること、第２項は、住居地域及び住宅地に近接する開発事業等は、生活

環境、自然環境及び景観の保全に配慮するものであることの２点を定めています。

本条例の施行に当たり、市は開発事業等に係る紛争を未然に防止するよう努めると

ともに、万一、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に解決するよう努めることを規定

しています。

（適用除外）

第３条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める団体が開発事業又は大規模建築物若し

くは特定用途建築物の建築（以下「開発事業等」という。）を行うとき。

(2) 都市計画法第２９条第１項第４号から第１１号までに掲げる開発行為を行う

とき。

(3) 市長が良好な生活環境の維持に支障がないと認める開発事業等を行うとき。

（基本理念）

第４条 開発事業等は、地域住民等、開発事業者及び市の相互の信頼、理解及び協

力の下に行わなければならない。

２ 住居地域及び住宅が連たんしている住宅地に近接する開発事業等は、地域住民

等の良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全に十分に配慮し

たものでなければならない。

（市の責務）

第５条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

開発事業等に係る紛争を未然に防止するよう努めるとともに、開発事業等に係る

紛争が生じたときは、迅速かつ適正に解決するよう努めるものとする。

（開発事業者等及び地域住民等の責務）
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本条例は、事業者の責務として、開発事業等の紛争を未然に防止するため、良好な

近隣関係を損なわないよう努めるよう規定しています。また、住居地域及び住宅地に

近接して開発事業等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、建築物の高さは、周

辺環境に配慮した高さにしなければならないことを規定しています。

なお、紛争を解決するためには、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって話し

合うことが最も大切ですので、条例に明記したものです。

事業者は、開発事業等の構想に対する地域住民等の意見や要望等を計画に反映

第６条 開発事業者は、基本理念にのっとり、開発事業等に係る紛争を未然に防止

するため、開発事業等を行うときは、周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮すると

ともに、良好な近隣関係の保持が図られるように努めなければならない。

２ 開発事業者は、住居地域及び住宅が連たんしている住宅地に近接する開発事業

等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、土地利用が地域全体に影響を及ぼす

ことを自覚し、建築物の高さを周辺環境に配慮した高さにするなど、地域住民等の

良好な生活環境が維持されるよう必要な措置を講じなければならない。

３ 開発事業者は、地域住民等に対して事業計画の内容を説明し、理解を得るよう

努め、紛争が生じないようにするとともに、万一紛争が生じた場合は、事業者の

責任において処理しなければならない。

４ 開発事業者及び地域住民等は、開発事業等に係る紛争が生じたときは、相互の立

場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

（構想の届出等）

第７条 事業者は、開発事業等の構想に着手する段階であって、当該構想の変更を

することが可能な時期の間に、当該開発事業等に係る土地利用構想（以下「構

想」という。）に予定地の所在を示す図面その他規則で定める書類を添付して、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

２ 構想には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名、主たる事務所の所在地及び連絡先）

(2) 開発事業等の予定地の所在

(3) 開発事業等の目的

(4) 開発事業等の概要
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できるよう、詳細設計等の多大な費用が発生する前の構想段階で区域面積や建

築物の規模などの概要を記載した届出を市に提出しなければならないことを

規定しています。

市は、構想の届出があった場合、市は基本理念に照らして、助言、指導できること

を規定しています。

事業者は、構想の届出の内容に変更があった場合、速やかに市に届出を行うことを

規定しています。

事業者は、構想の届出を廃止した場合は、速やかに市に届出を行うことを規定して

います。

市は、市民や地域住民等が事業に関する情報を必要な時に知ることができるよう、

本条例に基づく構想に関する届出書等の書類及び図面の写しを閲覧することができ

ることを規定しています。

事業者は、構想の届出をしたときは、地域住民等に周知するため、届出をした日か

ら３日以内に、構想公開板を開発事業等の予定地内の見やすい場所に設置し、事業計

３ 市長は、第１項の規定による届出をした事業者に対して、基本理念に照らし、

当該構想について助言又は指導を行うことができる。

４ 事業者は、第１項の規定により届け出た構想を変更したときは、速やかに、規則

で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

５ 事業者は、第９条第１項の規定による届出をするまでの間に第１項の規定によ

り届け出た構想を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長

に届け出なければならない。

６ 市長は、閲覧を希望する者の求めに応じ、規則で定めるところにより、当該構想

に関する書類等の写しを閲覧に供するものとする。

（構想の周知等）

第８条 事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日

から起算して３日以内の日から第１０条第１項に規定する計画公開板を設置す

る日（前条第５項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日）

までの間、地域住民等に対して構想の周知を図るため、開発事業等の予定地内に

規則で定める標識（以下「構想公開板」という。）を設置しなければならない。



- 8 -

画の届出後に設置する事業計画公開板を設置する日までの間、設置しなければならな

いことを規定しています。

事業者は、構想の届出後、地域住民に資料を配付する等の方法で、遅滞なく構想の

内容を周知しなければならないことを規定しています。

事業者は、地域住民等から構想の内容について説明を求められたときは、市に提出

した当該構想に関する書類等の写しを用いて、説明しなければならないことを規定し

ています。

事業者は、構想を変更した場合、速やかに構想公開板の記載事項を修正しなければ

ならないことを規定しています。

事業者は、構想を変更した場合、速やかに地域住民等に修正内容を周知しなければ

ならないことを規定しています。

地域住民等は、事業者に対し開発事業等の構想に対する疑問等を解消し、不安を低

減させるため、当該構想についての意見等を申し出ることができることを規定してい

ます。

２ 事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、地域住民等に

対し、規則で定める方法により、当該届出に係る構想の内容を周知しなければなら

ない。

３ 事業者は、地域住民等から前条第１項の規定による届出に係る構想の内容につ

いて説明を求められたときは、当該構想に関する書類等の写しを用いて当該構想

の内容を説明しなければならない。

４ 事業者は、前条第４項の規定による届出をしたときは、速やかに、当該届出に係

る構想公開板の記載事項の修正をしなければならない。

５ 事業者は、前条第４項の規定による届出をしたときは、速やかに、第２項の規定

による周知をした地域住民等及び第３項の規定による説明をした地域住民等に対

し、規則で定める方法により、その旨を周知しなければならない。

６ 地域住民等は、事業者に対し、規則で定めるところにより、当該構想について

意見を申し出ることができる。

７ 前項の規定による意見の申出は、第１項の規定により構想公開板を設置した日

から起算して２１日以内に事業者に到達するように行わなければならない。
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構想に対する意見の申出は、構想公開板の設置日から２１日以内に事業者に到達す

る必要があることを規定しています。

地域住民等から構想に対する意見や要望が申出された場合、事業者は計画を設計す

る際には意見等を参考にするよう努めなければならないことを規定しています。

事業者は、事業計画を届出する日までに、地域住民等から構想に対する申出のあっ

た意見及びその意見への対応状況を記載した報告書を市に提出しなければならない

ことを規定しています。

事業者は、事業計画に係る図面等を作成の上、開発事業区域内の土地の所在、地

番、地目及び面積、開発事業等の目的、予定建築物の規模、工事施工者の氏名及び

８ 第６項の規定による意見の申出を受けた事業者は、開発事業等を行うに当た

り、当該申出に係る意見を参考にするよう努めなければならない。

（事業計画の届出等）

第９条 事業者は、開発事業等を行おうとするときは、開発事業等に関する計画

（以下「事業計画」という。）を定め、規則で定めるところにより、市長に届け

出なければならない。

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名、主たる事務所の所在地及び連絡先）

(2) 開発事業等の開発区域又は建築敷地（以下「事業区域」という。）内の土地

の所在、地番、地目及び面積

(3) 開発事業等の目的

(4) 予定建築物の規模

(5) 工事施工者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主

たる事務所の所在地）

(6) 工事施工期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

９ 事業者は、次条第１項の規定による届出をする日までに、第６項の規定による

意見の申出に係る意見及び当該意見への対応の状況を規則で定めるところによ

り、市長に報告しなければならない。
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住所、工事施工期間を記載した事業計画を市に提出しなければならないことを規定

しています。

事業計画の届出には、事業区域を示す図面、公図、土地利用計画図、造成計画平面

図及び断面図、給排水計画図、建築平面図、建築立面図、日影図等を添付することを

規定しています。

市は、提出された事業計画について、基本理念に照らして、助言や指導を行うこと

を規定しています。

事業者は、事業計画の届出をしたときは、地域住民等に周知するため、届出をした

日から３日以内に、計画公開板を開発事業区域内の見やすい場所に設置し、工事の完

了日までの間、設置しなければならないことを規定しています。

事業者は、説明会に参加できない人などにも配慮し、地域住民等から説明を求めら

れた場合は、改めて個別に訪問するなどして、説明しなければならないことを規定し

ています。

３ 前項の規定による事業計画の届出には、当該届出に係る事業区域を示す図面そ

の他規則で定める書類を添付しなければならない。

４ 市長は、第４条各項に掲げる基本理念に照らし、当該届出をした事業者に対し

て、当該事業計画について助言又は指導を行うことができる。

（事業計画の周知等）

第１０条 事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、当該届出をした

日から起算して３日以内の日から前条第１項の規定による届出に係る開発事業等

の工事の完了日（第１２条第１項の規定による届出をした場合にあっては、当該

届出をした日）までの間、地域住民等に対して事業計画の周知を図るため、当該

事業計画に係る事業区域内に規則で定める標識（以下「計画公開板」という。）

を設置しなければならない。

２ 事業者は、地域住民等から前条第１項に規定する事業計画に係る内容について

説明を求められたときは、当該事業計画に関する書類等の写しを用いて当該事業

計画の内容を説明しなければならない。

３ 事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、速やかに、地域住民等
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事業者は、事業計画の届出後速やかに、地域住民等に対し、理解を得るため、事業

計画の内容の説明会を開催しなければならないことを規定しています。

事業者は、説明会の開催に当たっては、地域住民等が参加しやすいよう、計

画地に近接した場所の確保、日中、夜間の時間帯や平日、休日での開催など、

地域特性に応じた十分な配慮をするとともに、地域住民に資料を配付する等の方

法で、説明会の開催を周知しなければならないことを規定しています。

事業者は、事業計画の説明会等において、構想に対する意見等を申出した地域住民

等である場合は、その意見等に対する見解を説明しなければならないことを規定して

います。

地域住民等は、事業者に対し、周辺環境に影響を及ぼす意見や要望に限って、書

面により申し出ることができることを規定しています。

事業計画に対する要望の申出は、説明会の開催があった日から１４日以内に事業者

に到達するように行わなければならないことを規定しています。

４ 事業者は、前項の規定による説明会の開催に当たっては、地域住民等が出席し

やすいよう、会場及び時間帯に配慮するとともに、規則で定める方法により、当

該説明会の開催を周知しなければならない。

５ 第３項の場合において、事業者は、同項の規定による説明を受ける地域住民

等が、第８条第６項の規定による意見の申出をした地域住民等であるときは、

当該地域住民等に対し、第３項の規定による説明会を開催するときに、当該意

見への対応の状況を説明しなければならない。

６ 地域住民等は、事業者に対し、規則で定めるところにより、事業計画について

の要望（周辺の環境に及ぼす影響に関するものに限る。）を申し出ることができ

る。

７ 前項の規定による意見の申出は、第３項の規定により説明会の開催があった日

から起算して１４日以内に事業者に到達するように行わなければならない。

８ 前項の規定による要望の申出を受けた事業者は、次項の規定による報告をする

日までに、当該申出をした地域住民等と協議し、当該申出に係る要望への対応を

の理解を得るよう、地域住民等に対して事業計画についての説明会を開催しなけ

ればならない。
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事業者は、事業計画に対する要望を受けた場合、市に地域住民等への対応の報告を

する日までに、申出をした地域住民等と協議し、書面で申出に対する回答をしなけれ

ばならないことを規定しています。

事業者は、計画公開板の設置の状況、説明会を開催した結果及び個別説明した結果

並びに事業計画に対する要望の申出及び当該要望への対応を記載した報告書を市に

提出しなければならないことを規定しています。

事業者は、事業計画を変更したときは、速やかに、当初の事業計画から変更した書

類及び図書を添付のうえ、市に提出しなければならないことを規定しています。

事業者は、事業計画の変更の届出をしたときは、速やかに、計画公開板の記載事項

を修正しなければならないことを規定しています。

事業者は、事業計画の変更の届出をしたときは、開発事業等を変更した旨を記載し

た書面を地域住民に配付や説明会の開催などにより周知することを規定しています。

記載した書面により、回答しなければならない。

９ 事業者は、第１項の規定により計画公開板を設置したとき、第２項の規定によ

り説明したとき、第３項の規定により説明会を開催したとき、第５項の規定によ

る要望の申出があったとき又は前項の規定により書面による回答を行ったとき

は、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

（事業計画の変更）

第１１条 事業者は、第９条第１項の規定による届出に係る事業計画を変更した

ときは、速やかに、当該変更に係る書類及び図面を添付して、規則で定めると

ころにより、市長に届け出なければならない。

２ 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、速やかに、当該届出に係る計画

公開板の記載事項の修正をしなければならない。

３ 事業者は、第１項の規定による届出をしたときは、速やかに、前条第３項の規定

による説明会を開催した地域住民等に対し、規則で定める方法により、その旨を周

知しなければならない。

（計画の廃止）

第１２条 事業者は、第９条第１項の規定による届出をした後に開発事業等を廃止

したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならな
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事業者は、事業計画を廃止したときは、速やかに市に届出を行うことを規定してい

ます。

事業者は、事業計画の廃止の届出をしたときは、開発事業等を廃止した旨を記載し

た書面を地域住民に資料を配付する等の方法で周知することを規定しています。

市は、市民や地域住民等が事業に関する情報を必要な時に知ることができるよう、

本条例に基づく事業計画に関する届出等の書類及び図面の写しを閲覧することがで

きることを規定しています。

い。

２ 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、速やかに、第１０条第３項の

規定による説明会を開催した地域住民等に対し、規則で定める方法により、その

旨を周知しなければならない。

（関係書類の閲覧）

第１３条 市長は、規則で定めるところにより、第９条第１項に規定する事業計画

に関する書類等の写しを、閲覧を希望する者の求めに応じ、閲覧に供するものと

する。

（あっせん）

第１４条 市長は、地域住民等と開発事業者との間に構想又は事業計画に係る次の

各号のいずれかに該当する紛争が生じた場合において、当該紛争に係る地域住民

等及び開発事業者（以下「紛争当事者」という。）の双方から規則で定めるとこ

ろにより当該紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。

(1) 開発事業等により設置される擁壁が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住

民等と開発事業者との間の紛争

(2) 大規模建築物の建築に伴って生じる日照若しくは通風の阻害又はテレビジョ

ン放送の電波の受信障害が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住民等と開発

事業者との間の紛争

(3) 開発事業等に係る工事に伴って生じる騒音、振動又はじんあいが周辺の環境

に及ぼす影響に関する地域住民等と開発事業者との間の紛争

(4) 前３号に掲げるもののほか、構想又は事業計画に関する紛争であって、当該

構想又は当該事業計画に係る開発事業等が周辺の環境に及ぼす影響に関する地
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以下に掲げる紛争が生じた場合において、紛争当事者に解決の意思があり、地域住

民等と事業者等の双方から市に対し調整の申出があったときは、市はあっせんを行う

ことを規定しています。

あっせんとは、市が中立的な立場で設ける当事者間の話し合いの場であり、話し

合いを円滑に進めるため、市は必要であれば技術的助言を行うことができる。

本条例のあっせんの対象は、

・開発事業等により設置される擁壁が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住民

等と事業者等との間の紛争

・大規模建築物の建築に伴って生じる日照若しくは通風の阻害又はテレビジョン

放送の電波の受信障害が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住民等と事業者

等との間の紛争

・開発事業等に係る工事に伴って生じる騒音、振動又はじんあいが周辺の環境に

及ぼす影響に関する地域住民等と事業者等との間の紛争

・そのほか，構想又は事業計画に関する紛争であって、当該構想又は当該事業計

画に係る開発事業等が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住民等と事業者等

との間のもののうち，市長が特に解決の必要があると認めるものの紛争

なお、紛争の一方の当事者を事業者等とし工事施行者も対象としているのは、工

事の騒音・振動等に関する紛争が生じたときに、工事施行者と地域住民等との紛争

も調整の対象とするためです。

双方の紛争当事者から調整の申出がなくても、一方の当事者から申出があった場

合は、市が相当の理由があると認めたときに限り、他の紛争当事者に対し、期限を

定めて、あっせんに応じるよう勧告することができることを規定しています。

市は相当の理由の判断に当たっては、申出理由、申出しない理由、紛争当事者に

よる調整の経緯、建築、開発行為等による周辺への影響、計画や工事の見直しに伴

域住民等と開発事業者との間のもののうち、市長が特に解決の必要があると認

めるもの

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、紛争当事者の一方から規則で定めるところ

により当該紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認める

ときは、他の紛争当事者に対し、期限を定めて、あっせんに応じるよう規則で定

めるところにより勧告することができる。
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う事業収支への影響、土地利用の予定時期などを考慮するものとします。

これらを考慮して、紛争当事者だけでは調整が困難な見通しで、その要因が明ら

かに建築、開発行為等の影響と認められ、かつ、当事者間の調整において、事業者

等の説明や地域住民等の要求に事実と異なる点や認識の食い違いがあるなど市が間

に入ってあっせんすることで解決が見込まれるときは、相当の理由があるものとし

て認めるものとします。

市は、勧告を受けた紛争当事者が期限までに当該勧告を受諾する旨の申出をしたと

きは、通知によりあっせんを行うことを規定しています。

あっせんの申出は、事業者が工事に着手すると計画を変更することが困難となって

しまうため、工事着手前に行うことを規定しています。ただし、工事着手後に紛争が

生じる場合や紛争の解決の見込みがある場合は、工事の完了まで申出ができることを

規定しています。

市は、中立な立場で紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう

努めることを規定しています。

市は、あっせんにより紛争を解決する上で必要があると認めるときは、事業者等に

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた紛争当事者が同項に規定する期限ま

でに規則で定めるところにより当該勧告を受諾する旨の申出をしたときは、あ

っせんを行うものとする。

４ 第１項及び第２項に規定する申出は、当該申出に係る開発事業等の工事の着手

前に行わなければならない。ただし、市長が当該申出に係る紛争の解決のために

必要があると認めるときは、当該申出は、当該工事の完了日まで行うことができ

る。

５ 市長は、あっせんを行うときは、紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、あっ

せんに係る紛争が公正に解決されるよう努めるものとする。

（工事の着手の延期等の要請）

第１５条 市長は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、開発事業者に対

し、期間を定めて、当該あっせんに係る開発事業等の工事の着手の延期又は工事の

停止を要請することができる。
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対し、期間を定めて、開発事業等の工事の着手の延期又は工事の停止を要請すること

ができることを規定しています。

また、工事着手の延期又は工事停止の要請に当たっては、必要があると認められ

る範囲内で工種、作業内容を限定して要請することも可能とします。

一方、あっせん又は調停のため必要な場合でも延期又は停止を命令することはで

きず、また、あっせん又は調停のため必要とはいえないその他の理由で工事着手の

延期又は工事の停止を要請することはできない。

市は、あっせんを行うために必要がある場合は、紛争当事者に対して、あっせんに

係る紛争の状況に関する報告若しくは資料の提出を求めることができることを規定

しています。また、紛争当事者に質問することができることを規定しています。

市は、定められた期限までに他の紛争当事者から受託する旨の申出がないとき、

あっせんによる紛争の解決の見込みがないと認めたとき、又は、当該紛争の調整の申

出が取り下げられたときは、あっせんを打ち切ることができることを規定しています。

あっせんを打ち切ったときは、紛争当事者に対し、その旨を通知することを規定し

ています。

（あっせんの打切り）

第１７条 市長は、第１４条第２項の規定による勧告が行われた場合において、定

められた期限までに他の紛争当事者から当該勧告を受託する旨の申出がないと

き、あっせんによっては当該あっせんに係る紛争の解決の見込みがないと認める

とき、又は、第１４条第１項の規定による当該紛争の調整の申出が取り下げられ

たときは、あっせんを打ち切ることができる。

（あっせんの手続の非公開）

第１８条 あっせんの手続は、公開しない。

（報告の徴収等）

第１６条 市長は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、紛争当事者に対

し、あっせんに係る紛争の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は質問

することができる。

２ 市長は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、紛争当事者に対し、

規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
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あっせんの手続は、地域住民等と事業者等との交渉であるため、野田市情報公開条

例第６条第６号に規定する不開示情報に該当することから、紛争当事者以外に公開

しないことを規定しています。

市は、あっせんで解決しなかったときに、紛争当事者双方から調停に付すること

の申出があった場合において、調定の必要性を検討し、あっせんと同様に必要と認

めるときは調停を行うものと規定しています。

市は、紛争当事者の一方から調停の申出があった場合は、あっせんと同様に相当

の理由があると認めたときに限り、他の紛争当事者に対し期限を定めて、調停に応

じるよう勧告することができることを規定しています。

市は、勧告を受けた紛争当事者が期限までに、当該勧告を受諾する旨の申出を受け

たときは、調停を行うことを規定しています。

本条例により調停を行うときは、市が野田市開発事業等紛争調停委員会に調停を付

することを規定しています。

２ 市長は、第１７条第１項の規定によるあっせんの打切り後、紛争当事者の一

方から規則で定めるところにより当該打切りに係る紛争の調整を調停に付する

ことの申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛

争当事者に対し、期限を定めて、調停に応じるよう規則で定めるところにより

勧告することができる。

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた紛争当事者が同項に規定する期限まで

に規則で定めるところにより当該勧告を受諾する旨の申出をしたときは、調停を

行うものとする。

（調停）

第１９条 市長は、第１７条第１項の規定によるあっせんの打切り後、紛争当事

者の双方から規則で定めるところにより当該打切りに係る紛争の調整を調停に

付することの申出があった場合において、必要があると認めるときは、調停を

行うものとする。

４ 市長は、第１項又は前項の規定により調停を行うときは、第２１条第１項に

規定する野田市開発事業等紛争調停委員会に調停を付するものとする。
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市は、あっせん又は調停を行う際に共同の利益を有する紛争当事者が複数いる

場合で必要があると認めるときは、紛争当事者の中からあっせん又は調停の手続

における代表当事者となる１人又は数人を選定するよう求めることができること

を規定しています。

共同の利益を有する紛争当事者は、代表当事者を選定したときは、書面でその

旨を市に届け出ることを規定しています。

調停委員会の設置について規定しています。

調停委員会の委員の人数について規定しています。

調停委員を委嘱する学識経験者について規定しています。

調停委員の任期について規定しています。

（代表当事者の選定）

第２０条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、共同の

利益を有する紛争当事者の中からあっせん又は調停の手続における代表者とな

る１人又は数人（次項において「代表当事者」という。）を選定するよう求める

ことができる。

２ 共同の利益を有する紛争当事者は、前項の規定により代表当事者を選定した

ときは、書面をもって市長に届け出なければならない。

（組織）

第２２条 調停委員会は、委員３人以内で組織する。

（委員）

第２３条 委員は、法律、都市計画、建築、環境等の分野に優れた学識経験者のうち

から市長が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

（野田市開発事業等紛争調停委員会の設置）

第２１条 第１９条第４項の規定による市長の付託に応じ調停を行うとともに、市

長の諮問に応じ開発事業等に係る紛争の予防及び解決に関する重要事項を調査

審議するため、野田市開発事業等紛争調停委員会（以下「調停委員会」という。）

を設置する。
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調停委員の再任について規定しています。

調停委員の守秘義務について規定しています。

調停委員会の会長について規定しています。

調停委員会の会長の権限について規定しています。

調停委員会の会長の代理について規定しています。

調停委員会の会議について規定しています。

調停委員会の開催できる条件について規定しています。

調停委員会の議決について規定しています。

調停委員会の会議は地域住民等と事業者等との交渉であるため、野田市情報公開条

例第６条第６号に規定する不開示情報に該当することから、紛争当事者以外に公開し

ないことを規定しています。

３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。

（会長）

第２４条 調停委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第２５条 調停委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２ 調停委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

（会議の非公開）

第２６条 調停委員会の会議は、公開しない。

（調停案受諾の勧告）

第２７条 調停委員会は、必要があると認めるときは、調停案を作成し、紛争当事

者に対し、期限を定めて、規則で定めるところによりその受諾を勧告することが

できる。
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調停委員会は、調停を円滑に進めるために、調停案を作成し、紛争当事者に対し

期限内に受諾するよう勧告することができることを規定しています。

調停委員会が調停の実施内容を市に報告することを規定しています。

調停委員会は、調停の際に、紛争当事者等を招集し意見の聴取や資料の提出を求

めることができること規定しています。

調停委員会は、調停による紛争の解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち

切ることができることを規定しています。

調停委員会から調停案の受諾の勧告が行われ、期限までに紛争当事者の双方から受

諾の申出がないときは、調停は打ち切られたものとみなすことを規定しています。

調停委員会は、調停を打ち切ったときは、紛争当事者にその旨を通知することを規

定しています。

調停が打ち切られた通知を受けた紛争当事者は、再び調停を申し出ることができな

２ 調停委員会は、調停の経過及び結果を市長に報告するものとする。

（意見の聴取等）

第２８条 調停委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき

は、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。

（調停の打切り）

第２９条 調停委員会は、調停によっては当該調停に係る紛争の解決の見込みがな

いと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

２ 第２７条第１項の規定による勧告が行われた場合において、同項に規定する期限

までに紛争当事者の双方から当該勧告を受諾する旨の申出がないときは、当該勧告

に係る調停は、打ち切られたものとみなす。

３ 調停委員会は、第１項の規定により調停を打ち切ったとき又は前項の規定により

調停が打ち切られたものとみなされたときは、紛争当事者に対し、規則で定めると

ころによりその旨を通知するものとする。

（調停の再申出の禁止）

第３０条 前条第３項の規定による通知を受けた紛争当事者は、当該通知に係る紛争

については、第１９条第１項又は第２項の規定による申出をすることができない。



- 21 -

いことについて規定しています。

事業者は、開発行為許可申請または建築確認申請までに、計画公開板の設置の状

況、説明会を開催した結果及び個別説明した結果並びに事業計画に対する要望の申出

及び当該要望への対応を記載した報告書を市に提出するよう努めなければならないこ

とを規定しています。

本条例に規定する手続をした事業者が相続や合併した場合においても、この手続を

引き継ぐものとすることを規定しています。

当初の事業者から相続や合併により承継した事業者は、その旨を書面で市に届け出

ることを規定しています。

（開発事業等の手続）

第３１条 事業者は、開発事業にあっては都市計画法第２９条第１項に規定する開

発行為の許可の申請を行う日までに、大規模建築物又は特定用途建築物の建築に

あっては建築基準法第６条第１項若しくは法第６条の２第１項に規定する確認の

申請を行う日までに、第１０条第９項の規定による報告の全てをするよう努めな

ければならない。

（地位の承継）

第３２条 事業者について相続、その他の一般承継があったときは、相続人（相続人

が２人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定した

ときは、その者）、その他の一般承継により当開発事業等の全部を承継した者は、

当該事業者のこの条例の規定による地位を承継する。

２ 前項の規定により事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより市

長に届け出なければならない。

（勧告）

第３３条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる行為をしない事業者に対し、期限

を定めて当該行為をするよう勧告することができる。

(1) 第７条第１項の規定による届出

(2) 第８条第１項の規定による構想公開板の設置

(3) 第８条第９項の規定による報告

(4) 第９条第１項の規定による届出
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市は、本条例に規定する「構想の届出」、「構想公開板の設置」、「構想に対する住民

の意見の対応報告」、「事業計画の届出」、「計画公開板の設置」、「説明会の開催」、「説

明会の結果報告」及び「説明会に対する住民の意見及びその対応報告」をしない事業

者に対して、勧告することができることを規定しています。

市は、前条の勧告を受けた事業者が正当な理由なく勧告に従わないときは、事業者

の氏名及び住所、勧告の内容を公表することができることを規定しています。

市は、事業者名等を公表しようとするときは、あらかじめ、事業者に通知し、意見

を述べる機会を与えなければならないことを規定しています。

本条例に定める事項のほか、施行に関し必要な事項を市が別に定めることを規定し

ています。

３ 改正条例の施行について

本年１２月野田市議会定例会に上程し、議決をしていただいた場合は、令和６年４

月１日から施行することを予定しています。

４ 経過措置等について

(5) 第１０条第１項の規定による計画公開板の設置

(6) 第１０条第３項の規定による説明会の開催

(7) 第１０条第９項の規定による要望の申出及び要望への書面による回答の報告

（公表）

第３４条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当

該勧告に従わないときは、次に掲げる内容を公表することができる。

(1) 当該事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

(2) 当該勧告の内容

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業

者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

（委任）

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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次に掲げる開発事業等については、この条例の施行前において、既に野田市宅地開

発指導要綱又は野田市都市計画法第２１条の２第１項及び第２項の規定に基づく都

市計画の決定又は変更の提案の手続に関する要綱に基づく手続を開始していること

から、この条例の規定は、適用しないものとします。

(1) この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長との協議を開始し

た開発行為又は建築物を建築する行為に関する事業計画に係る開発事業等

(2) 施行日前に市長に対して行った都市計画法第２１条の２第１項又は第２項の

規定による提案に係る開発事業等


